
議案第１０号

あきる野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子

育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

令和５年２月１７日

提出者 あきる野市長 中 嶋 博 幸

提案理由

こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律（令和４年法律第７６号）

の施行に伴い、規定を整備する必要がある。

あきる野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子

育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

あきる野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施

設等の運営に関する基準を定める条例（平成２６年あきる野市条例第１３号）の一部を次の

ように改正する。

第４条第２項ただし書中「第１９条第１項第３号」を「第１９条第３号」に改め、同項第

１号中「第１９条第１項各号」を「第１９条各号」に改め、同項第２号中「第１９条第１項

第１号」を「第１９条第１号」に改め、同項第３号中「第１９条第１項第２号」を「第１９

条第２号」に、「同項第３号」を「同条第３号」に改める。

第６条第２項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改め、同条第３項中

「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に、「同項第２号」を「同条第２号」に改

める。

第７条第２項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改める。

第８条中「第１９条第１項各号」を「第１９条各号」に改める。

第１３条第４項第３号ア（ア）中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改め、

同号ア（イ）中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改め、同号イ（ア）中

「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改め、同号イ（イ）中「第１９条第１項

第２号」を「第１９条第２号」に改める。

第１５条第１項第３号中「第２５条」を「第２５条第１項」に改める。

第２０条第４号中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改める。

第２６条を次のように改める。

第２６条 削除

第３５条第１項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改め、同条第２項中

「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に、「同項第２号」を「同条第２号」に、



「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改め、同条第３項中「同項第１号」を

「同条第１号」に、「同項第２号」を「同条第２号」に改める。

第３６条第１項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改め、同条第２項中

「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に、「同項第１号」を「同条第１号」に、

「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改め、同条第３項中「第１９条第１項第

１号」を「第１９条第１号」に、「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改める。

第３７条第２項及び第３９条第２項中「第１９条第１項第３号」を「第１９条第３号」に

改める。

第５１条第１項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改め、同条第２項中

「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に、「第１９条第１項第２号」を「第１９

条第２号」に改め、同条第３項中「第１９条第１項第３号」を「第１９条第３号」に、「第

１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に、「第１９条第１項第２号」を「第１９条第

２号」に改める。

第５２条第１項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改め、同条第２項中

「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に、「同項第３号」を「同条第３号」に、

「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改め、同条第３項中「第１９条第１項第

２号」を「第１９条第２号」に改める。

第５７条中「交付し」」を「交付しなければならない。」」に、「通知し」を「通知しな

ければならない。ただし、当該特定子ども・子育て支援が、特定子ども・子育て支援施設等

である認定こども園、幼稚園若しくは特別支援学校又は法第７条第１０項第５号に掲げる事

業において提供されるものである場合には、当該市町村及び当該施設等利用給付認定保護者

に対し、特定子ども・子育て支援提供証明書を交付することを要しない。」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第４条第２項、第６条から第８条まで、

第１３条第４項第３号、第１５条第１項第３号、第２０条第４号、第３５条から第３７条

まで、第３９条第２項、第５１条及び第５２条の改正規定は、令和５年４月１日から施行

する。

（経過措置）

２ この条例による改正後のあきる野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに

特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例第５７条の規定により読

み替えて適用する同条例第５６条第２項の規定は、この条例の施行の日以後に行われる子

ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第３０条の１１第１項に規定する特定子

ども・子育て支援について適用し、同日前に行われた特定子ども・子育て支援については、

なお従前の例による。


